
 

 

『産科・小児科における医師確保計画』の素案について【概要】 

 

１ 現状 

(1) 医師数について 

・産科医師は令和２（2020）年で 245 人、小児科医師数は 373 人となっており、平成 16（2004）以降

でみると、産科 1名減、小児科 24人増ではあるが、いずれも大きな伸びはない。 

・人口 10万人対医師数で比較すると、病院勤務の医師数については、平成 16（2004）年は全国平均並

みだったが、令和２（2020）年は全国値を下回る状況にあり、全国値との差が拡大している。 

 

(2) 医師偏在指標について 

・厚労省による医師偏在指標の算定において、産科については、これまでの「産科・産婦人科医師数」

から「分娩取扱医師数」を用いることに見直され、今回の算定により本県の分娩取扱医師の偏在指数

は 8.6、全国 41位に位置し、下位 33.3％範囲内の「相対的医師少数区域」となった。 

・小児科における医師偏在指標については、101.1 であり前回の 95.7 から 5.4 ポイント上昇したが、

全国 38位に位置しており、依然として下位 33.3％の範囲内の「相対的医師少数区域」となり、前回

と大きな変化は見られない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 課題 

・産科・小児科ともに「相対的医師少数都道府県」に該当している。 

・地域（医療圏）別においても、産科では広島西圏域、広島中央圏域、福山・府中圏域の３圏域、小児科

では広島中央圏域、福山・府中圏域の２圏域が「相対的医師少数区域」に該当しており、特に配慮が必

要な地域となっている。 

・診療科別にみると、小児科などの医師が全国と比較して少ない状況にあり、医師が選択する診療科に偏

りがあり、医師数が少ない診療科では勤務負担が大きくなっている。 

 

 

 

≪広島県の分娩取扱医師偏在指標≫【暫定値】 ≪広島県の小児科医師偏在指標≫【暫定値】 

資料２－１ 

※産科・小児科における医師偏在指標について：順位付けによる下位 33.3％以内の都道府県又は地域（医療圏）を「相対的医師少

数都道府県」「相対的医師少数区域」として設定する。 



 

３ 施策の方向性 

・将来を見据えた周産期・小児の医療提供体制の見直しや働き方改革に対応した勤務環境改善などの施

策も住民の理解を求めながら、医師確保と併せて進めていく。 

・産科・小児科医師の確保に向けては、県全体の産科医師・小児科医師の底上げを図る。 

・「相対的医師少数区域」に該当する圏域では、医師偏在指標の下位 33.3％を脱する目安（基準値）に向

けた取組を実施する。 

 

 

４ 施策の内容  ※基本的には「医師確保計画」の取組と一体的に取り組む事項 

 (1)医師の確保・育成 

  ・広島県地域医療支援センターによる総合的な医師確保対策とともに、医師数が伸び悩んでいる産科

医師については、医療機関が支給する分娩手当等への支援を行う。 

  ・県で設定している「地域枠」等による医師を育成する。 

  ・県奨学金の貸与による医師育成制度が、診療科偏在への対応に資する機能を担うことから、産科等

の医師数が少ないとされる診療科へ誘導できる仕組み等を関係者と議論しながら進める。 

  ・若手医師を惹きつけ、高度で先進的な医療技術を有する人材の確保・育成に向けて、大学等関係者

と具体的な検討を進める。 

 

(2)周産期・小児医療提供体制 

    医療需要の多寡に関わらず、必要な医療機能を維持し、安全な医療を提供する必要があるため、医療

資源の重点化・集約化を進め、将来を見据えた適切な医療体制の構築を図る。 

 

(3)勤務環境の改善等 

  「広島県地域医療支援センター」による女性医師等の就業等支援を行うとともに、医師の長時間労働

の解消に向けた勤務環境改善のための支援を行う。 

 

 

指標名 現状値 基準値 

分娩取扱医師 

偏在指標 

相対的医師少数区域 

（広島西、広島中央、福山・府中） 

下位 33.3％からの脱却 

［基準値：7.6］ 

小児科医師偏在指標 
相対的医師少数区域 

（広島中央、福山・府中） 

下位 33.3％からの脱却 

［基準値：92.2］ 

 


